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告 示■

◎群馬県告示第１６６号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県沼田土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成３０年６月５日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の 路線名 区 間 変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

一般国道 １２０号 沼田市鍛冶町字滝棚９２８番の１３地 前 ８．８～９．０ １５．３
先から同市同字同９２８番の２４地先
まで 後 ８．８～１８．６ １５．３

◎群馬県告示第１６７号

一般証紙の証紙売りさばき人の指定の告示（平成３年群馬県告示第３５５号）の一部を次のように改正し、平成

３０年５月２４日から適用する。

平成３０年６月５日

群馬県知事 大 澤 正 明

「越澤重男 館林市仲町９―３２（越澤商店）
を「越澤重男 館林市仲町９―３２

橋本勇一 館林市西本町２４０９―１（ミニストップ館林西本町店）」

（越澤商店）」に改める。

公 告■

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定による特定非営利活動法人の設立の認証

の申請があったので、同条第２項の規定により、次のとおり公告する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から１月間、同項に規定する定款等の書類を群馬県生活文化スポーツ

部県民生活課において縦覧に供する。

平成３０年６月５日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 申請のあった年月日 平成３０年５月２１日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人上之町商店街

３ 代表者の氏名 須田章夫

４ 主たる事務所の所在地 沼田市上之町１１６５番地

５ 定款に記載された目的 この法人は、まちづくり・観光の振興・学術・文化・芸術又はスポーツの振興・地域

の安全・経済の活性化等に関する事業を行い、地域の発展と住民の安全や利便性に寄与することを目的とする。
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土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任及び

退任の届出があったので、同条第１７項の規定により公告する。

平成３０年６月５日

群馬県知事 大 澤 正 明

理 事
土地改良区名 監 事 区 分 役 員 氏 名 住 所

の 別

早川 理 事 再 任 岡村章一 桐生市新里町新川９７番地２

同 同 山形隆 同 同 ３９５番地

同 新 任 宮田泰一 同 同 ２４０８番地１

同 同 久保田富夫 伊勢崎市香林町一丁目４４２番地

同 同 阿佐見三郎 同 香林町二丁目７３５番地１

同 同 阿左美均 みどり市笠懸町西鹿田４８１番地１

同 同 田中由郎 同 同 １０２４番地

同 退 任 桒子初男 桐生市新里町新川甲２１９８番地

同 同 岡野強太 伊勢崎市香林町一丁目１３０７番地３

同 同 阿佐見榮次 同 香林町二丁目６９８番地１

同 同 矢内仇平 みどり市笠懸町西鹿田７６２番地

同 同 田中茂雄 同 同 １０１６番地

監 事 再 任 松井芳夫 同 同 ６６８番地

同 新 任 子健一 桐生市新里町新川２９９７番地

同 同 髙柳芳司 伊勢崎市香林町二丁目１１８７番地４

同 退 任 宮田泰一 桐生市新里町新川２４０８番地１

同 同 井田勇 伊勢崎市香林町二丁目１１５０番地

入札公告■

次のとおり一般競争入札に付する。

なお、この公告による調達は、ＷＴＯ（世界貿易機関）に基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第２３

号）の適用を受けるものである。

平成３０年６月５日

群馬県知事 大 澤 正 明
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１ 調達内容

(1) 件名及び数量 平成３０年度パーソナルコンピュータ及び関係機器一式の賃貸借 デスクトップ型パソコン

１，１５０台及びノート型パソコン８０台

(2) 調達物品の特質等 入札説明書による。

(3) 借入期間 平成３０年１０月１日から平成３５年９月３０日まで

(4) 借入場所 群馬県企画部情報政策課ほか２７７か所（詳細は、入札説明書による。）

(5) 入札方法 上記(1)の件名に対し入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１００分の８に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載する

こと。

２ 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。

(2) 群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号。以下「規則」という。）第１７０条の２第３項の規定によ

り作成された平成３０・３１年度物件等購入契約資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載されてい

る者であること。

なお、この公告の日現在で資格者名簿に登載されていない者については、規則第１９０条の２の規定により、

平成３０年６月２５日（月）までに群馬県会計局会計課に競争入札参加資格審査申請を行い、同年７月１３日

（金）午後４時までに資格者名簿の登載を確認し、群馬県企画部情報政策課へその旨を連絡すること。

(3) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、更生手

続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」という。）の申立てをしていない者であること。ただし、手続開

始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。

(4) 本件入札公告の日から入札日までの間において、規則第１７０条第２項の規定による入札参加制限を受けて

いない者であること。

(5) 入札日において、県から指名停止を受けていない者であること。

(6) 当該調達物品又はこれと類似する物品について、過去３年程度の期間において、１００台以上の生産、販売

又は貸付実績を有することを証明した者であること。

(7) 日本国内において、県が行う立会検査に応じられる者であること。

３ 入札書の提出場所等

(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所、書類等の提出先及び問合せ先 〒３７１－８５７０ 群馬県

前橋市大手町一丁目１番１号 群馬県企画部情報政策課情報基盤・システム係 担当 荒木太郎 電話 ０２

７－２２６－２３４６（ダイヤルイン）

(2) 入札説明書の交付方法 平成３０年６月５日（火）から同月１５日（金）までの日（群馬県の休日を定める

条例（平成元年群馬県条例第１６号）第１条第１項に規定する休日を除く。）の午前９時から午後５時までの

間（ただし、正午から午後１時までの間を除く。）、上記(1)の場所において交付する。

(3) 入札者に要求される事項

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、当該調達物品を納入できることを証明する書類を平成３０年６

月２５日（月）までに上記(1)の場所に提出しなければならない。入札者は、入札日の前日までの間におい

て、契約担当者から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。

イ この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認表及び契約担当者から交付される仕様書に基
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づく当該調達物品の製作仕様書等の図書を作成し、これを平成３０年６月２５日（月）までに上記(1)の場

所に提出しなければならない。提出された入札参加資格確認表及び製作仕様書等の図書は、契約担当者にお

いて技術審査するものとし、入札説明書に示す仕様書に照らし、採用し得ると判断した製作仕様書等の図書

を提出した者の入札書のみを落札決定の対象とする。また、製作仕様書等の図書を提出した者は、開札日の

前日までに契約担当者に説明し、契約担当者との協議に応じる義務を負うものとし、必要な場合は、提出し

た図書の内容の変更に応じなければならない。

なお、説明及び協議の義務を履行しない者並びに製作仕様書等の変更に応じない者の入札書は、落札決定

の対象としない。

(4) 入札及び開札の日時及び場所 平成３０年７月１７日（火）午後２時 群馬県前橋市大手町一丁目１番１号

群馬県庁１４階１４２会議室（郵送による場合は、書留郵便とし、同月１３日（金）午後４時までに上記

(1)の場所に群馬県企画部情報政策課長宛て親展で必着のこと。また、二重封筒の表封筒に「パーソナルコン

ピュータ及び関係機器一式賃貸借契約入札書在中」と朱書きすること。）

４ その他

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除

(3) 入札の無効 本公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなか

った者のした入札その他規則第１７６条各号に掲げる入札は、無効とする。

(4) 落札者の決定方法 当該調達物品を納入できると契約担当者が認められる資料を添付して入札書を提出した

入札者であって、規則第１６９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有

効な入札を行った入札者を落札者とする。

なお、落札者となるべき者が２者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場

合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるとき又は郵送により入札を行った者でくじを引くこと

ができないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。

(5) 契約書の作成の要否 要

(6) その他 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

(1) Nature and quantity of the required items: Desktop Type Personal Computer: 1,150 units,

Notebook-sized Personal Computer: 80 units

(2) Lease period: From October 1, 2018 to September 30, 2023

(3) Place of use: The Information Network Division (Department of Planning and Development) of

Gunma Prefecture, will also be utilized in 277 other sections

(4) Deliver of Bid Instruction, Etc: To be delivered between 9:00 a.m. and 5:00 p.m. from June 5 -

June 15, 2018 to the location prescribed in below (6)

(5) Date and time for submission of tenders: 2:00 p.m. July 17, 2018 (Bids submitted by registered

mail must be received no later than 4:00 p.m. July 13, 2018)

(6) Inquiries: Information Network Division: Department of Planning and Development, Gunma

Prefectural Government, 1-1-1 Ote-machi, Maebashi-shi, Gunma-ken, 371-8570, Japan, TEL 027-226-234

6 (Japanese language only)
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次のとおり一般競争入札に付する。

なお、この公告による調達は、ＷＴＯ（世界貿易機関）に基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第２３

号）の適用を受けるものである。

平成３０年６月５日

群馬県立群馬産業技術センター所長 鈴 木 崇

１ 調達内容

(1) 購入等件名及び数量 飛行時間型二次イオン質量分析装置

(2) 調達件名の特質等 入札説明書による。

(3) 納入期限 平成３１年３月１９日（火）

(4) 納入場所 群馬県立群馬産業技術センター

(5) 入札方法 上記(1)の件名に対し入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１００分の８に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載する

こと。

２ 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。

(2) 群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号。以下「規則」という。）第１７０条の２第３項の規定によ

り作成された平成３０・３１年度物件等購入契約資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載されてい

る者であること。

なお、この公告の日現在で資格者名簿に登載されていない者については、規則第１９０条の２の規定により、

平成３０年６月１５日（金）までに群馬県会計局会計課に競争入札参加資格申請を行い、同年７月６日（金）

午後５時までに資格者名簿の登載を確認し、群馬県立群馬産業技術センターへその旨連絡すること。

(3) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、更生手

続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」という。）の申立てをしていない者であること。ただし、手続開

始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。

(4) 本件入札公告の日から入札日までの間において、規則第１７０条第２項の規定による入札参加制限を受けて

いない者であること。

(5) 入札日において、県から指名停止を受けていない者であること。

(6) 当該調達物品納入後の保守体制が整備され、点検、修理、部品供給等を長期にわたり円滑に遂行し得ること

を証明した者であること。

(7) 他県の同様の施設に同種の物品を納入した実績があること。

(8) 日本国内において、県が行う立会検査に応じられる者であること。

３ 入札書の提出場所等

(1) 提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 〒３７９－２１４７ 群馬県前橋市

亀里町８８４番地１ 群馬県立群馬産業技術センター 担当 竹内晃夫 電話０２７－２９０－３０３０

(2) 入札説明書の交付方法 入札説明会において直接交付する。
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(3) 入札説明会の日時及び場所 平成３０年６月１２日（火）午前１０時 群馬県立群馬産業技術センター第１

ミーティングルーム

(4) 入札及び開札の日時及び場所 平成３０年７月１７日（火）午前１０時 群馬県立群馬産業技術センター第

１ミーティングルーム（郵送による場合は、書留郵便とし、同月１３日（金）午後５時までに上記(1)の場所

に群馬県立群馬産業技術センター所長宛て親展で必着のこと。また、二重封筒の表封筒に「飛行時間型二次イ

オン質量分析装置入札書在中」と朱書きすること。）

４ その他

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除

(3) 入札者に要求される事項

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した物品を納入できることを証明する書類を平成

３０年７月６日（金）までに上記３(1)の場所に提出しなければならない。入札者は、入札日の前日までの

間において、契約担当者から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。

イ この一般競争入札に参加を希望する者は、契約担当者から交付される仕様書に基づく物品の製作仕様書等

（以下「製作仕様書等」という。）の図書を作成し、これを平成３０年７月６日（金）までに上記３(1)の

場所に提出しなければならない。提出された製作仕様書等の図書は、契約担当者において技術審査するもの

とし、入札説明書に示す仕様書に照らし、採用し得ると判断した製作仕様書等の図書を添付した入札書のみ

を落札決定の対象とする。また、製作仕様書等の図書を提出した者は、開札日の前日までに契約担当者に説

明し、契約担当者との協議に応じる義務を負うものとし、必要な場合は提出した図書の内容の変更に応じな

ければならない。

なお、説明及び協議の義務を履行しない者並びに製作仕様書等の変更に応じない者の入札書は、落札決定

の対象としない。

(4) 入札の無効 この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかっ

た者のした入札その他規則第１７６条各号に掲げる入札は、無効とする。

(5) 契約書作成の要否 要

(6) 落札者の決定方法 規則第１６９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもっ

て有効な入札を行った入札者を落札者とする。

なお、落札者となるべき者が２者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場

合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるとき又は郵送により入札を行った者でくじを引くこと

ができないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。

(7) その他 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: Takashi Suzuki, Director of Gunma

Industrial Technology Center

(2) Nature and quantity of the services to be required: Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry

(3) Fulfillment period: By March 19, 2019

(4) Fulfillment place: Gunma Industrial Technology Center (884-1 Kamesato-machi, Maebashi-shi,

Gunma-Ken, Japan)

(5) Bidding deadline: Tuesday, July 17, 2018 at 10:00 a.m.(Tenders submitted by registered mail

must be received by July 13, 2018, 5:00 p.m.)
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(6) For further details，please contact: Akio Takeuchi, Gunma Industrial Technology Center, 884-1

Kamesato-machi, Maebashi-shi, Gunma-Ken, 379-2147, TEL 027-290-3030

毎週火､金曜日発行

発 行 群 馬 県
群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111


